
（平成２４年５月１６日報道資料抜粋）

年金記録に係る苦情のあっせん等について

年金記録確認東京地方第三者委員会分

１．今回のあっせん等の概要

（１）年金記録の訂正の必要があるとのあっせんを実施するもの 29 件

国民年金関係 2 件

厚生年金関係 27 件

（２）年金記録の訂正を不要と判断したもの 8 件

国民年金関係 2 件

厚生年金関係 6 件



  

東京国民年金 事案13158 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の昭和 51年２月から 52年 12月までの期間及び 53年４月から 54年３月

までの期間の国民年金保険料については、納付していたものと認められることから

納付記録を訂正することが必要である。 

、

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和31年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： ① 昭和51年２月から52年12月まで 

           ② 昭和53年４月から54年３月まで 

  私は、国民年金保険料を欠かさず納付していた。申立期間の保険料が未納とさ

れていることに納得できない。 

  

  

    

第３ 委員会の判断の理由 

申立人の国民年金手帳の記号番号は昭和 51 年５月に払い出されており、申立期

間の国民年金保険料は納付することが可能であり、申立人は、申立期間を除き国民

年金加入期間の保険料を全て納付している。 

また、申立期間①については、申立人が申立期間の保険料を納付していたとする

金融機関は当時開設されており、保険料を納付することが可能であるなど、申立内

容に不自然さはうかがえない。 

さらに、申立人が所持する年金手帳には、「初めて被保険者となった日」が、申

立人の20歳到達日より前の昭和 50年６月１日と記載されており、申立人に係る記

録管理が適切に行われていなかった状況がみられる。 

加えて、申立期間②については、当該期間は 12 か月と短期間であり、前後の期

間の保険料は納付済みとなっている。 

その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間の国民年金保険

料を納付していたものと認められる。 



  

東京国民年金 事案13159 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の昭和 57年４月から58年３月までの国民年金保険料については、納付し

ていたものと認められることから、納付記録を訂正することが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和37年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和57年４月から58年３月まで 

私は、自宅近くの郵便局及び金融機関で国民年金保険料を全て納付していた。

申立期間の保険料が未納とされていることに納得できない。 

    

第３ 委員会の判断の理由 

申立期間は 12 か月と短期間であり、申立人は、申立期間後の国民年金保険料を

全て納付している。 

また、申立人の国民年金手帳の記号番号は昭和 58 年６月に払い出されており、

当該払出時点では、申立期間の保険料を過年度納付により納付することが可能であ

った。 

さらに、申立人は、「自宅近くの郵便局及び金融機関で保険料を納付してい

た。」としているところ、申立人が申立期間当時居住していた市においては、当時、

郵便局では現年度保険料の収納を扱っておらず、過年度保険料の納付のみが可能で

あったことなど、申立内容に不自然さはうかがえない。 

その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間の国民年金保険

料を納付していたものと認められる。 



東京厚生年金 事案23180～23194 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の申立期間に係る標準賞与額については、厚生年金保険法第75条本文の規定

により、年金額の計算の基礎となる標準賞与額とならない記録とされているが、申立

人は、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により賞与から控除されていたことが

認められることから、当該記録を取り消し、厚生年金保険の保険給付及び保険料の納

付の特例等に関する法律に基づき、申立人の申立期間の標準賞与額に係る記録を〈標

準賞与額〉（別添一覧表参照）とすることが必要である。 

なお、事業主は、申立人に係る当該標準賞与額に基づく厚生年金保険料を納付する

義務を履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

    氏    名 ：  

    基礎年金番号 ：  別添一覧表参照 

    生 年 月 日 ：  

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 平成20年12月１日 

申立期間の賞与から厚生年金保険料が控除されていたが、Ａ社が当該賞与につい

て届出を行っていなかった。同社は、その後、訂正の届出を行ったが、厚生年金保

険料は時効により納付できず、申立期間の記録は年金の給付に反映されないので、

給付されるよう記録を訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   Ａ社から提出された賃金台帳により、申立人は、申立期間に同社から賞与の支払を

受け、当該賞与に係る厚生年金保険料を事業主により賞与から控除されていたことが

認められる。 

   また、申立期間に係る標準賞与額については、賃金台帳において確認できる保険料

控除額から、〈標準賞与額〉（別添一覧表参照）とすることが妥当である。 

   なお、申立人に係る厚生年金保険料の事業主による納付義務の履行については、事

業主は、申立てに係る賞与の届出を社会保険事務所（当時）に対して提出していなか

ったこと、及び当該賞与に係る厚生年金保険料を納付していないことを認めているこ

とから、これを履行していないと認められる。 

（注）同一事業主に係る同種の案件 15件（別添一覧表参照） 



別添一覧表

事案番号 氏名 基礎年金番号 生年月日 住所 標準賞与額

23180 男 昭和48年生 25万円

23181 男 昭和50年生 25万円

23182 男 昭和44年生 45万円

23183 男 昭和47年生 50万円

23184 男 昭和47年生 25万円

23185 男 昭和54年生 45万円

23186 男 昭和51年生 45万円

23187 女 昭和52年生 35万円

23188 男 昭和51年生 50万円

23189 男 昭和55年生 45万円

23190 女 昭和59年生 20万円

23191 男 昭和50年生 45万円

23192 男 昭和49年生 45万円

23193 男 昭和52年生 45万円

23194 男 昭和52年生 40万円



  

東京厚生年金 事案23195 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の申立期間①に係る標準報酬月額は、事業主が社会保険事務所（当時）に届け

出た標準報酬月額であったことが認められることから、申立人の申立期間①に係る標準

報酬月額を、平成９年 10月から 10年２月までは38万円、同年３月は44万円に訂正す

ることが必要である。 

また、申立人のＡ社における資格喪失日は、平成 10年５月30日であると認められる

ことから、申立期間②の厚生年金保険被保険者の資格喪失日に係る記録を訂正すること

が必要である。 

なお、申立期間②の標準報酬月額については、44万円とすることが妥当である。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日  ： 昭和42年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間  ： ① 平成９年10月１日から10年４月30日まで 

           ② 平成 10年４月30日から同年５月30日まで 

Ａ社に勤務していた期間のうち、申立期間①については、標準報酬月額が実際に支

給されていた報酬月額より低い額で記録されており、また、申立期間②については、

勤務していたにもかかわらず、厚生年金保険の加入記録が無い。調査して正しい記録

に訂正してほしい。 

  

 

第３ 委員会の判断の理由 

１ 申立人のＡ社における申立期間①に係る厚生年金保険の標準報酬月額は、オンライ

ン記録によると、当初、平成９年 10月から 10年２月までは 38万円、同年３月は 44

万円と記録されていたが、同社が厚生年金保険の適用事業所でなくなった同年６月９

日の後の同年７月 15 日付けで、遡って、いずれも９万 2,000 円に減額訂正されてい

ることが確認できる。 

また、申立人は、Ａ社の商業登記簿謄本から役員でなかったことが確認できる上、

同僚は「申立人は、Ａ社で医療機器の販売、修理及び教育研修を担当していた。社会

保険の事務は行っていなかった。」と証言していることから、申立人は、社会保険事

務に関与していないと認められる。 

 これらを総合的に判断すると、社会保険事務所において、厚生年金保険の適用事業



  

所でなくなった後に、申立期間①の標準報酬月額を遡って減額訂正する合理的な理由

は無く、標準報酬月額に係る有効な記録訂正があったとは認められないことから、申

立人の申立期間①に係る標準報酬月額は、事業主が社会保険事務所に当初届け出た、

平成９年10月から 10年２月までは 38万円、同年３月は44万円に訂正することが必

要である。 

２ Ａ社は、オンライン記録では、厚生年金保険の適用事業所でなくなった日について、

当初、平成 10 年５月１日となっていたところ、その後、同年６月９日に訂正されて

いる。 

そして、申立人のＡ社における厚生年金保険被保険者の資格喪失日は、オンライン

記録によると、同社が厚生年金保険の適用事業所でなくなった平成 10 年６月９日の

後の同年７月 15日付けで、遡って同年４月30日と記録されていることが確認できる。 

しかしながら、申立人は、雇用保険の加入記録及びＡ社が加入していたＢ健康保険

組合の記録から、平成 10年５月29日まで同社に継続して勤務していたことが確認で

きる。 

これらを総合的に判断すると、社会保険事務所において、厚生年金保険の適用事業

所でなくなった後に、遡って申立人のＡ社における資格喪失に係る処理を行う合理的

な理由は無く、有効な記録訂正があったとは認められないことから、申立人の同社に

おける資格喪失日を、雇用保険の離職日の翌日及びＢ健康保険組合における資格喪失

日である平成 10年５月 30日に訂正することが必要である。 

なお、申立期間②の標準報酬月額については、事業主が社会保険事務所に当初届け

出た平成 10年３月の標準報酬月額から、44万円とすることが妥当である。 



  

東京厚生年金 事案23196 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間の厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていたことが

認められることから、申立人のＡ社における資格取得日に係る記録を昭和 39 年 11 月

21日に訂正し、申立期間の標準報酬月額を３万6,000円とすることが必要である。 

なお、事業主が申立人に係る申立期間の厚生年金保険料を納付する義務を履行したか

否かについては、明らかでないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等  

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和７年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和39年11月21日から同年12月１日まで 

Ａ社に勤務していた期間のうち、申立期間の厚生年金保険の加入記録が無い。申立

期間に異動はあったが同社に継続して勤務していたので、申立期間も厚生年金保険の

被保険者として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

雇用保険の加入記録、Ａ社から提出のあった役員カード及び辞令発行簿の写しから判

断すると、申立人は、同社に継続して勤務し（昭和 39 年 11 月 21 日に同社Ｂ出張所か

ら同社に異動）、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から控除されてい

たことが認められる。 

また、申立期間の標準報酬月額については、申立人のＡ社における昭和39年12月の

社会保険事務所（当時）の記録から、３万 6,000円とすることが妥当である。 

なお、申立人に係る保険料の事業主による納付義務の履行については、事業主は、申

立期間当時の手続に誤りはなく、保険料も納付したとしているが、これを確認できる関

連資料及び周辺事情は無いことから、明らかでないと判断せざるを得ない。 

また、政府の当該保険料を徴収する権利が時効により消滅する前に、事業主が申立て

どおりの被保険者資格の取得日に係る届出を社会保険事務所に対して行ったか否かにつ

いては、これを確認できる関連資料及び周辺事情が無いことから、行ったとは認められ

ない。 

 



  

東京厚生年金 事案23197 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間の厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていたことが

認められることから、申立人のＡ社（現在は、Ｂ社）における資格喪失日に係る記録を

昭和 37 年９月１日に訂正し、申立期間の標準報酬月額を２万 4,000 円とすることが必

要である。 

なお、事業主が申立人に係る申立期間の厚生年金保険料を納付する義務を履行したか

否かについては、明らかでないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和11年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和37年８月 21日から同年９月１日まで 

Ａ社で勤務した期間のうち、申立期間の厚生年金保険の加入記録が無い。申立期間

に支店間の異動はあったが、同社には昭和 30 年３月 16 日から平成８年７月 31 日ま

で継続して勤務していたので、申立期間も厚生年金保険の被保険者として認めてほし

い。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

雇用保険の加入記録及びＢ社から提出のあった申立人に係る人事カードの記録から判

断すると、申立人は、申立期間当時、Ａ社に継続して勤務し（昭和 37 年９月１日に同

社Ｃ工場からＤ本社に異動）、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から

控除されていたことが認められる。 

また、申立期間の標準報酬月額については、申立人のＡ社における昭和 37 年７月の

社会保険事務所（当時）の記録から、２万 4,000円とすることが妥当である。 

なお、申立人に係る保険料の事業主による納付義務の履行については、事業主は、保

険料を納付したか否かについては不明としており、このほかに確認できる関連資料及び

周辺事情は無いことから、明らかでないと判断せざるを得ない。 

また、政府の当該保険料を徴収する権利が時効により消滅する前に、事業主が申立て

どおりの被保険者資格の喪失日に係る届出を社会保険事務所に対して行ったか否かにつ

いては、これを確認できる関連資料及び周辺事情が無いことから、行ったとは認められ

ない。 



  

東京厚生年金 事案23200 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人のＡ社における厚生年金保険被保険者の資格喪失日は、平成３年４月１日であ

ると認められることから、申立期間②の資格喪失日に係る記録を訂正することが必要で

ある。 

   なお、申立期間②の標準報酬月額については、平成２年８月及び同年９月は 41 万円、

同年10月から３年３月までは 44万円とすることが妥当である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和14年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： ① 平成元年10月頃から２年６月１日まで 

         ② 平成２年８月31日から３年４月１日まで 

         ③ 平成３年４月１日から同年９月20日頃まで 

Ａ社に勤務した期間のうち、申立期間①の厚生年金保険の加入記録が無い。また、

継続して同社及びＢ社で申立期間②及び③において貴金属の加工作業を行っていたこ

とは確かなので、申立期間①、②及び③を厚生年金保険の被保険者期間として認めて

ほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

１ 申立期間②について、雇用保険の記録により、申立人は平成２年６月１日から３年

３月31日までＡ社に勤務していたことが確認できる。 

一方、オンライン記録によると、Ａ社は平成３年２月１日に厚生年金保険の適用事

業所でなくなっているが、同日以降の同年４月８日付けで、申立人の当初記録されて

いた２年 10 月の標準報酬月額の定時決定が取り消され、遡って資格喪失日を同年８

月 31 日と記録されていることが確認できる上、多数の従業員についても、申立人と

同様の処理が行われていることが確認できる。 

しかしながら、Ａ社に係る商業登記簿謄本によると、同社が適用事業所ではなくな

った日以降も法人として存続していることが確認できることから、同社は同日以降も

適用事業所としての要件を満たしていたと認められる。 

なお、Ａ社に係る商業登記簿謄本によると、申立人は、上記遡及処理日において同

社の取締役であったことは確認できない上、「Ａ社において、健康器具とか歯に使用



  

する貴金属の加工及び金箔作りを行っていた。」と供述していることから、申立人は

当該遡及処理に関与していないことがうかがえる。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、申立人に

ついて、上記資格喪失処理を遡って行う合理的な理由は無く、当該処理に係る記録は

有効なものとは認められず、申立人のＡ社における資格喪失日は、雇用保険の離職日

の翌日である平成３年４月１日であると認められる。 

また、当該期間の標準報酬月額については、上記訂正前のオンライン記録から、平

成２年８月及び同年９月は 41 万円、同年 10 月から３年３月までは 44 万円とするこ

とが妥当である。 

２ 申立期間①について、Ａ社は既に厚生年金保険の適用事業所でなくなっており、当

時の事業主からは照会に対する回答が無く、申立人の当該期間における勤務実態、社

会保険の取扱い及び保険料控除について確認できない。 

また、オンライン記録により、当該期間及び申立人が被保険者資格を有している期

間（平成２年６月１日から同年８月 31 日まで）にＡ社において厚生年金保険の加入

記録が確認できる者は 15 人であり、その全員に同社における申立人の勤務状況につ

いて照会したところ、３人から回答があり、いずれの者も「申立人を知らない。」と

回答しており、申立人の勤務状況について確認することができない。 

さらに、申立人のＡ社に係る雇用保険の加入記録によると、平成２年６月１日から

３年３月 31 日までと記録されており、オンライン記録における厚生年金保険の資格

取得日と一致していることが確認できる。 

このほか、申立人の申立期間①における厚生年金保険料の控除について確認できる

関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、申立人が

厚生年金保険被保険者として、申立期間①に係る厚生年金保険料を事業主により給与

から控除されていたと認めることはできない。 

３ 申立期間③について、Ｂ社は既に厚生年金保険の適用事業所でなくなっており、当

時の事業主からは照会に対する回答が無く、申立人の当該期間における業務内容、勤

務形態、社会保険の加入要件及び保険料控除について確認できない。 

また、オンライン記録により、当該期間にＢ社において厚生年金保険の加入記録が

確認できる者は 15 人であり、その全員に同社における申立人の勤務状況について照

会したところ、３人から回答があり、いずれの者も「申立人を知らない。」と回答し

ており、当該期間における申立人の勤務状況について確認することができない。 

さらに、Ｂ社に係る商業登記簿謄本の目的欄によると、同社はコンピューター関連

事業に特化していることが確認できるところ、上記回答のあった３人の従業員は、自

身の業務内容について、一人は「出向しコンピューターソフトの修理を行ってい

た。」、また、一人は「プログラマーであった。」、残りの一人は「ソフトの開発用

スタッフ育成であった。」と回答している。 

これに対し、申立人は自身の業務について、「健康器具とか歯に使用する貴金属の



  

加工及び金箔作りを担当していた。」と主張しており、上記３人と業務内容が異なっ

ていることから、申立人と同様の業務内容の者が当該期間において被保険者としての

加入資格を有していたか否かは確認できない。 

このほか、申立人の申立期間③における厚生年金保険料の控除について確認できる

関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、申立人が

厚生年金保険被保険者として、申立期間③に係る厚生年金保険料を事業主により給与

から控除されていたと認めることはできない。 



  

東京厚生年金 事案23202 

 

第１ 委員会の結論 

   申立期間③のうち、昭和 57 年８月 31 日から 58 年５月６日までの期間について、申

立人のＡ社における厚生年金保険被保険者の資格喪失日は、同年５月６日であると認め

られることから、当該期間の資格喪失日に係る記録を訂正することが必要である。 

また、申立期間②及び申立期間③のうち、昭和 57 年８月 31 日から 58 年５月６日ま

での期間に係る標準報酬月額は、事業主が社会保険事務所（当時）に届け出た標準報酬

月額であったと認められることから、申立人の当該期間に係る標準報酬月額を、56 年

10月から 57年９月までは 30万円、同年 10月から 58年４月までは 28万円に訂正する

ことが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和22年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： ① 昭和 52年６月１日から54年10月１日まで 

           ② 昭和 56年10月１日から57年８月31日まで 

           ③ 昭和57年８月31日から58年７月21日まで 

  Ａ社に勤務した期間のうち、申立期間①及び②の厚生年金保険の標準報酬月額が、

実際の給与と相違している。当該期間は、平均約 50万円から80万円の月収であった

ので、当該期間の標準報酬月額を正しい記録に訂正してほしい。また、昭和 57 年８

月 31 日以降も同社に継続して勤務していたので、申立期間③を厚生年金保険の被保

険者期間として認めてほしい。 

  

  

  

 

第３ 委員会の判断の理由 

１ Ａ社に係る事業所別被保険者名簿によると、同社が厚生年金保険の適用事業所でな

くなった日（昭和 58 年２月 28 日）の後の昭和 58 年５月６日付けで、申立人を含む

複数の従業員の被保険者資格喪失日が遡って 57年８月31日と記録されていることが

確認できる。 

また、当初、申立人の標準報酬月額は昭和 56年10月から57年９月までは30万円、

同年10月からは 28万円と記録されていたところ、58年５月６日付けで、56年10月

に遡って20万円に減額訂正されていることが確認できる。 



 

しかしながら、申立期間②及び申立期間③のうち、昭和 57 年８月 31 日から 58 年

５月６日までの期間について、雇用保険の加入記録により、申立人は、52 年６月１

日から平成６年１月 25 日までＡ社又はＢ社Ｃ支店に継続して勤務していたことが認

められる。 

また、上記訂正処理前の記録から、Ａ社は厚生年金保険の適用事業所でなくなった

日においても、適用事業所としての要件を満たしていたことが認められる。 

これらを総合的に判断すると、社会保険事務所において、厚生年金保険の適用事業

所でなくなった後に、申立人のＡ社における資格喪失日及び標準報酬月額を遡って訂

正する合理的な理由は無く、当該処理に係る記録は有効なものとは認められないこと

から、申立人の同社における資格喪失日を当該処理日である昭和 58 年５月６日とす

ることが必要である。 

なお、当該期間の標準報酬月額については、事業主が社会保険事務所に当初届け出

た、昭和 56 年 10 月から 57 年９月までは 30 万円、同年 10 月から 58 年４月までは

28万円とすることが必要である。 

一方、申立人は、当該期間について、約 80 万円の月収があり、標準報酬月額が実

際の給与と相違していると主張しているが、上記被保険者名簿において、申立人と同

様に、Ａ社からＢ社Ｃ支店に異動していることが確認できる従業員８人に給与明細書

等の有無を確認したところ、当該期間当時の給与明細書等を所持している者はおらず、

申立人の主張する報酬額及び保険料の控除について確認することができない。 

また、申立人は、当該期間の報酬額や厚生年金保険料の控除等を確認できる給与明

細書等を所持しておらず、このほか、当該期間に係る厚生年金保険料が控除されてい

たことを確認できる関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、申立人が

当該期間について、その主張する標準報酬月額に基づく厚生年金保険料を事業主によ

り給与から控除されていたことを認めることはできない。 

２ 申立期間③のうち、昭和 58年５月６日から同年７月21日までの期間について、上

記のとおり、申立人がＡ社又はＢ社Ｃ支店に継続して勤務していたことは認められる。 

しかしながら、当該期間については、Ａ社は厚生年金保険の適用事業所となってお

らず、Ｂ社Ｃ支店に係る事業所別被保険者名簿によると、同社同支店は昭和 58 年７

月 21 日に厚生年金保険の適用事業所となっていることから、当該期間において、両

社とも適用事業所となっていないことが確認できる。 

また、Ａ社及びＢ社Ｃ支店は、既に厚生年金保険の適用事業所ではなくなっており、

保険料の控除等は確認できず、両社において申立人と同様の記録となっている元従業

員に当該期間の厚生年金保険料の控除を確認できる資料について照会したが、当該資

料を得ることはできなかった。 

さらに、Ａ社に係る事業所別被保険者名簿において、申立人が昭和 58 年５月６日

に健康保険被保険者証を返納していることが確認できる。 

 



  

このほか、申立人の当該期間における厚生年金保険料の控除について確認できる関

連資料及び周辺事情は見当たらない。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、申立人が

厚生年金保険の被保険者として、当該期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与

から控除されていたことを認めることはできない。 

３ 申立期間①について、申立人は、平均約 50 万円の月収があったので、申立期間①

の標準報酬月額が実際の給与と相違していると主張している。 

しかしながら、Ａ社は、既に厚生年金保険の適用事業所でなくなっている上、当時

の事業主は死亡しており、申立人の報酬額及び保険料控除額を確認できない。 

また、Ａ社に係る事業所別被保険者名簿では、申立人の標準報酬月額について、昭

和52年６月から同年９月までは９万 8,000円、同年10月から53年９月までは14万

2,000 円、同年 10月から 54年９月までは 17 万円、同年 10月以降は 32万円と記録

されており、不自然な訂正等は見当たらない。 

さらに、上記被保険者名簿において、申立人が被保険者資格を取得した昭和 52 年

６月前後に被保険者となっていることが確認できる従業員 13 人に照会したところ、

７人から回答があったが、当該期間当時の給与明細書等を所持している者はおらず、

申立人に係る保険料控除について確認することができない。 

加えて、申立人は、申立期間①の報酬額や厚生年金保険料の控除等を確認できる給

与明細書等を所持していない。 

このほか、申立人の申立期間①に係る厚生年金保険料の控除について確認できる関

連資料及び周辺事情は見当たらない。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、申立人が

当該期間について、その主張する標準報酬月額に基づく厚生年金保険料を事業主によ

り給与から控除されていたことを認めることはできない。 



  

東京厚生年金 事案23203 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間の厚生年金保険料を事業主により賞与から控除されていたと認め

られることから、申立人の申立期間の標準賞与額に係る記録を、平成15年12月１日は

30万円、16年７月５日は 28万円とすることが必要である。 

なお、事業主が申立人に係る申立期間の厚生年金保険料を納付する義務を履行したか

否かについては、明らかでないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和32年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： ① 平成 15年12月 

② 平成 16年７月 

Ａ事業所における厚生年金保険の被保険者期間のうち、申立期間の標準賞与額の記

録が無い。給料支払明細書（賞与）を提出するので、申立期間の標準賞与額を認めて

ほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

給料支払明細書（賞与）により、申立人は、申立期間にＡ事業所から賞与の支払を受

け、当該賞与に係る厚生年金保険料を事業主により賞与から控除されていたことが認め

られる。 

なお、申立期間の賞与支払年月日については、申立期間当時、Ａ事業所の委託先であ

った税理士事務所から提出された源泉徴収簿及び給料手当個別元帳から、平成 15 年 12

月１日、16年７月５日とすることが妥当である。 

一方、厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律に基づき標準

賞与額を改定又は決定し、これに基づき記録の訂正及び保険給付が行われるのは、事業

主が源泉控除していたと認められる保険料額及び申立人の賞与額のそれぞれに見合う標

準賞与額の範囲内であることから、これらの標準賞与額のいずれか低い方の額を認定す

ることとなる。 

したがって、申立期間の標準賞与額については、給料支払明細書（賞与）において確

認できる保険料控除額から、平成 15 年 12 月１日は 30 万円、16 年７月５日は 28 万円

とすることが妥当である。 



  

なお、申立人に係る保険料の事業主による納付義務の履行については、事業主は死亡

している上、当時の社会保険事務担当者は不明としており、このほかに確認できる関連

資料及び周辺事情は無いことから、明らかでないと判断せざるを得ない。 

また、政府の当該保険料を徴収する権利が時効により消滅する前に、事業主が申立て

どおりの賞与額に係る届出を社会保険事務所（当時）に対して行ったか否かについては、

これを確認できる関連資料及び周辺事情が無いことから、行ったとは認められない。 

 

 



  

東京厚生年金 事案23204 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間の厚生年金保険料を事業主により賞与から控除されていたと認め

られることから、申立人の申立期間の標準賞与額に係る記録を、平成15年12月１日は

36万円、16年７月５日は 38万円とすることが必要である。 

なお、事業主が申立人に係る申立期間の厚生年金保険料を納付する義務を履行したか

否かについては、明らかでないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和46年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： ① 平成15年12月 

② 平成16年７月 

Ａ事業所における厚生年金保険の被保険者期間のうち、申立期間の標準賞与額の記

録が無い。給料支払明細書（賞与）を提出するので、申立期間の標準賞与額を認めて

ほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

給料支払明細書（賞与）により、申立人は、申立期間にＡ事業所から賞与の支払を受

け、当該賞与に係る厚生年金保険料を事業主により賞与から控除されていたことが認め

られる。 

なお、申立期間の賞与支払年月日については、申立期間当時、Ａ事業所の委託先であ

った税理士事務所から提出された源泉徴収簿及び給料手当個別元帳から、平成 15 年 12

月１日、16年７月５日とすることが妥当である。 

一方、厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律に基づき標準

賞与額を改定又は決定し、これに基づき記録の訂正及び保険給付が行われるのは、事業

主が源泉控除していたと認められる保険料額及び申立人の賞与額のそれぞれに見合う標

準賞与額の範囲内であることから、これらの標準賞与額のいずれか低い方の額を認定す

ることとなる。 

したがって、申立期間の標準賞与額については、給料支払明細書（賞与）において確

認できる保険料控除額から、平成 15 年 12 月１日は 36 万円、16 年７月５日は 38 万円

とすることが妥当である。 



  

なお、申立人に係る保険料の事業主による納付義務の履行については、事業主は死亡

している上、当時の社会保険事務担当者は不明としており、このほかに確認できる関連

資料及び周辺事情は無いことから、明らかでないと判断せざるを得ない。 

また、政府の当該保険料を徴収する権利が時効により消滅する前に、事業主が申立て

どおりの賞与額に係る届出を社会保険事務所（当時）に対して行ったか否かについては、

これを確認できる関連資料及び周辺事情が無いことから、行ったとは認められない。 

 

 



  

東京厚生年金 事案23205 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間の厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていたことが

認められることから、申立人のＡ社本社における資格取得日に係る記録を昭和 36 年４

月１日に訂正し、申立期間の標準報酬月額を１万 6,000円とすることが必要である。 

なお、事業主が申立人に係る申立期間の厚生年金保険料を納付する義務を履行したか

否かについては、明らかでないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和９年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和36年４月１日から同年６月１日まで 

Ａ社に勤務した期間のうち、申立期間の厚生年金保険の加入記録が無い。同社には、

昭和 33 年９月から 36 年３月 31 日まで現場採用の事務係として勤務し、同年４月１

日から同社本社の見習社員として採用され、申立期間を含んで継続勤務していたこと

は間違いないので、厚生年金保険の被保険者として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

雇用保険の加入記録、申立人及びＡ社Ｂ本店から提出された「個人基本情報人事カー

ドＡ・Ｂ」、「人事記録Ⅰ」並びに国民健康保険組合の加入記録から、申立人が同社本

社に昭和36年４月１日から勤務していたことが認められる。 

また、Ａ社本社に係る健康保険厚生年金保険被保険者名簿から、申立期間に同社本社

において厚生年金保険の資格を取得している従業員に対し、申立期間当時の厚生年金保

険の取扱いについて照会したところ、申立人と同様に現場採用から本社採用となった従

業員が３人確認でき、そのうちの一人は、昭和 36 年４月１日に現場採用から本社採用

へ切り替わり、同社本社に入社と同時に厚生年金保険に加入した旨回答している。 

なお、上記従業員に係る厚生年金保険の加入記録をみると、現場採用から本社採用へ

切り替わり、Ａ社本社に入社したときに厚生年金保険に加入していることが確認できる。 

さらに、Ａ社Ｂ本店の担当者は、「当社に記録されているデータによると、申立人は、

昭和36年４月１日入社から平成７年 10月27日退職までの34年７か月間、正社員とし

て当社に在籍しており、また、入社時の人事記録の職歴欄には、当社に昭和 33 年９月

から 36 年３月まで現場事務として勤務していたことが記録されていることから、現場



  

採用から正社員に登用された経緯が証明できると思う。当時の給与担当者にミスがあり、

同年４月及び同年５月について、厚生年金保険の未加入期間が生じてしまった。」と回

答している。 

これらを総合的に判断すると、申立人は、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主に

より給与から控除されていたことが認められる。 

また、申立期間の標準報酬月額については、申立人に係る昭和 36 年６月の上記被保

険者名簿の記録から、１万 6,000円とすることが妥当である。 

なお、申立人に係る保険料の事業主による納付義務の履行については、事業主は不明

としており、このほかに確認できる関連資料及び周辺事情は無いことから、明らかでな

いと判断せざるを得ない。 

また、政府の当該保険料を徴収する権利が時効により消滅する前に、事業主が申立て

どおりの被保険者資格の取得日に係る届出を社会保険事務所（当時）に対して行ったか

否かについては、これを確認できる関連資料及び周辺事情が無いことから、行ったとは

認められない。 



  

東京厚生年金 事案23206 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間の厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていたことが

認められることから、申立人のＡ社（現在は、Ｂ社）Ｃ事業所における資格取得日に係

る記録を昭和 29年３月 30日に訂正し、申立期間の標準報酬月額を8,000円とすること

が必要である。 

なお、事業主が申立人に係る申立期間の厚生年金保険料を納付する義務を履行したか

否かについては、明らかでないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男（死亡） 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 大正７年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和29年３月30日から同年４月１日まで 

   Ａ社に勤務した期間のうち、申立期間の厚生年金保険の加入記録が無い。申立期間

に転勤はあったが、継続して勤務していたので、申立期間を厚生年金保険の被保険者

期間として認めてほしい。 

   （注）申立ては、死亡した申立人の妻が、申立人の年金記録の訂正を求めて行った

ものである。 

 

 

 

第３ 委員会の判断の理由   

Ｂ社から提出された職員原簿及び雇用保険の記録から判断すると、申立人は申立期間

においてＡ社に継続して勤務し（昭和 29年３月30日に同社本店から同社Ｃ事業所に異

動）、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていたことが認

められる。 

また、申立期間の標準報酬月額については、申立人のＡ社Ｃ事業所における昭和 29

年４月の健康保険厚生年金保険事業所別被保険者名簿の記録から、8,000 円とすること

が妥当である。 

なお、申立人に係る保険料の事業主による納付義務の履行については、事業主は、不

明としており、このほかに確認できる関連資料及び周辺事情は無いことから、明らかで

ないと判断せざるを得ない。 

また、政府の当該保険料を徴収する権利が時効により消滅する前に、事業主が申立て



  

どおりの被保険者資格の取得日に係る届出を社会保険事務所（当時）に対して行ったか

否かについては、これを確認できる関連資料及び周辺事情が無いことから、行ったとは

認められない。 

 



  

東京厚生年金 事案23208 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間の厚生年金保険料を事業主により賞与から控除されていたことが

認められることから、申立人の申立期間の標準賞与額に係る記録を、平成 15 年 12 月

15日は 32万円、16年 12月 16日は 33万円、17年７月 11日は 32万円、同年 12月 12

日は43万円、20年12月11日は 41万円とすることが必要である。 

なお、事業主は、申立人に係る当該標準賞与額に基づく厚生年金保険料を納付する義

務を履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和49年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： ① 平成 15年12月15日 

             ② 平成 16年12月16日 

             ③ 平成 17年７月11日 

             ④ 平成 17年12月12日 

             ⑤ 平成 20年12月11日 

Ａ事務所における厚生年金保険の被保険者期間のうち、申立期間の標準賞与額の記録が

無い。賞与支払明細書を提出するので、申立期間の標準賞与額を認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人から提出のあった賞与支払明細書により、申立人は、申立期間にＡ事務所から

賞与の支払を受け、当該賞与に係る厚生年金保険料を事業主により賞与から控除されて

いたことが認められる。 

また、申立期間に係る標準賞与額については、上記賞与支払明細書において確認でき

る保険料控除額から、平成 15年 12月 15日は 32万円、16年 12月 16日は 33万円、17

年７月 11日は 32万円、同年 12月 12日は 43万円、20年 12月 11日は 41万円とする

ことが妥当である。 

なお、申立人に係る厚生年金保険料の事業主による納付義務の履行については、事業

主は、申立人の申立期間に係る賞与の届出を社会保険事務所（当時）に提出しておらず、

また、当該賞与に係る厚生年金保険料を納付していないことを認めていることから、当

該保険料を納付する義務を履行していないと認められる。 



  

東京厚生年金 事案23209 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間の厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていたことが

認められることから、申立人のＡ社（現在は、Ｂ社）Ｃ支店における資格取得日に係る

記録を昭和40年２月１日に訂正し、申立期間の標準報酬月額を３万6,000円とすること

が必要である。 

なお、事業主は、申立人に係る申立期間の厚生年金保険料を納付する義務を履行して

いないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和８年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和40年２月１日から同年４月１日まで 

ねんきん特別便を見て、Ａ社に勤務した期間のうち、申立期間の厚生年金保険の

加入記録が無いことが分かった。申立期間に異動はあったものの、同社に継続して

勤務していたことは間違いないので、申立期間について厚生年金保険の被保険者と

して認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

雇用保険の加入記録、Ｂ社から提出された申立人に係る辞令及び事業主の供述から

判断すると、申立人は、Ａ社に継続して勤務し（昭和 40 年２月１日に同社本社から同

社Ｃ支店に異動）、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から控除されて

いたことが認められる。 

また、申立期間に係る標準報酬月額については、申立人のＡ社Ｃ支店における昭和

40 年４月の社会保険事務所（当時）の記録から、３万 6,000 円とすることが妥当であ

る。 

なお、申立人に係る厚生年金保険料の事業主による納付義務の履行については、事

業主がＡ社Ｃ支店における申立人に係る資格取得日について、昭和 40 年２月１日とす

べきところを同年４月１日と誤って届出したことを認めていることから、社会保険事務

所は、申立人に係る同年２月及び同年３月の保険料について納入の告知を行っておらず、

事業主は、申立期間に係る保険料を納付する義務を履行していないと認められる。 



  

東京厚生年金 事案23210 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間に係る脱退手当金を受給していないものと認められることから、

当該脱退手当金の支給の記録を訂正することが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和４年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨   

申 立 期 間 ： 昭和21年４月１日から22年９月５日まで 

平成 23 年に同級生からＡ社Ｂ工場における厚生年金保険の記録があることを聞い

た。年金事務所に期間照会をしたところ、当該期間は、脱退手当金の支給記録がある

ことが分かった。しかし、私は、申立期間に厚生年金保険に加入していたことをその

ときまで知らなかった。申立期間の脱退手当金については、請求及び受給した覚えが

無いので、支給記録を取り消してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人が申立期間に勤務したＡ社Ｂ工場に係る健康保険労働者年金保険被保険者名簿

に記載されている女性のうち、申立人の厚生年金保険被保険者資格喪失日である昭和

22 年９月５日前後の各３年以内に資格喪失し、脱退手当金の受給要件を満たす 14 名に

ついて、厚生年金保険被保険者台帳により脱退手当金の支給記録を確認したところ、支

給記録がある者は申立人を含め４名と少なく、また、申立人に係る脱退手当金は、申立

人の同社における厚生年金保険被保険者資格喪失日から約９か月後の 23 年６月５日に

支給決定されたこととなっていることを踏まえると、事業主が申立人の委任を受けて申

立期間に係る脱退手当金の代理請求をしたとは考え難い。 

また、申立人を除く上記台帳に脱退手当金の支給記録がある３名については、オンラ

イン記録を確認したところ、オンライン記録自体が無いことから、社会保険事務所（当

時）において、脱退手当金の支給に関する記録の管理が適切に行われていたとは認め難

い。 

さらに、申立人は、「申立期間当時は 10 代と若く、厚生年金保険に関心が無かった

こともあり、Ａ社Ｂ工場において被保険者となっていると思っておらず、最近になって

初めて同社において被保険者となっていることを知った。」としており、また、これに

ついては、申立期間の被保険者記録が、申立人が 60歳又は65歳になったときの年金裁



  

定請求の際にも、申立人の被保険者記録として統合されず、平成 23 年になって統合さ

れていることからも裏付けられることから、申立人が脱退手当金の請求をしたとは考え

難い。 

これらの理由及びその他の事情など総合的に判断すると、申立人は、申立期間に係る

脱退手当金を受給したとは認められない。 

 



  

東京国民年金 事案13160 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の昭和63年４月から平成３年３月までの国民年金保険料及び昭和63年５

月から平成３年３月までの付加保険料については、納付していたものと認めること

はできない。 

  

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：   

生 年 月 日  ： 昭和43年生 

住    所 ：   

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間  ： 昭和63年４月から平成３年３月まで  

    私の父は、私が 20 歳になったときに私の国民年金の加入手続を行い、最初の

１か月は国民年金の定額保険料のみを納付し、２か月目からは定額保険料及び付

加保険料を郵便局で納付してくれていたはずである。申立期間が国民年金に未加

入で保険料が未納とされていることに納得できない。 

     

第３ 委員会の判断の理由 

申立人の父親は、「子供の将来のことを考え、申立人が20歳になったときに国民

年金の加入手続を行い、最初の１か月は定額保険料のみを納付し、２か月目からは

定額保険料及び付加保険料を納付した。」としているが、オンライン記録では申立

期間は国民年金に加入していない期間として記録されており、制度上、保険料を納

付することができない期間である。 

また、申立人の父親が所持する申立人の年金手帳には、「被保険者となった日」

として当初、昭和63年＊月＊日と記載されていたが、平成６年２月２日付けで資格

取得日（昭和63年＊月＊日）及び資格喪失日（平成元年４月１日）が取り消されて

いることがオンライン記録で確認できることから、当該期間は未納期間から国民年

金に加入していない期間に変更された期間であるとともに、申立人の国民年金手帳

の記号番号が払い出された３年５月頃の時点では、申立期間のうち元年４月から３

年３月までの期間は国民年金に加入していない期間であり、制度上、保険料を納付

することができない期間である上、昭和63年４月から平成元年３月までの期間は時

効により保険料を納付することができない期間である。 

さらに、申立人の父親は、上記の手帳記号番号が記載された年金手帳以外に別の

年金手帳を所持した記憶は無いと説明しており、申立期間当時に申立人に別の手帳



  

記号番号が払い出されていたことをうかがわせる事情も見当たらない。 

加えて、申立人の父親が申立期間の保険料を納付していたことを示す関連資料

（家計簿、確定申告書等）が無く、ほかに申立期間の保険料を納付していたことを

うかがわせる周辺事情も見当たらない。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断すると、

申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めることはできない。 



  

東京国民年金 事案13161 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人の平成６年１月から８年３月までの国民年金保険料については、納付して

いたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和49年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 平成６年１月から８年３月まで 

私の母は、私が平成６年＊月に 20 歳となったことから、私の国民年金の加入

手続を行い、学生期間の国民年金保険料を私が就職するまで納付してくれた。ま

た、私は、大学在学中に母から月額１万円の保険料を年払いにより金融機関又は

郵便局で納付していたことを聞いたことがある。申立期間の保険料が未納とされ

ていることに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、「私が平成６年＊月に20歳となったことから、母が国民年金の加入手

続を行い、国民年金保険料を納付してくれた。」としているが、申立人の国民年金

手帳の記号番号は７年１月頃に払い出されており、国民年金の加入時期が申立人の

説明と相違している。 

また、オンライン記録によれば、申立期間後の平成10年３月５日に納付書が作成

されたことが確認でき、申立期間のうち８年２月及び同年３月の保険料は未納であ

ったものと推認され、６年１月から８年１月までの期間は当該納付書の作成時点で

は、時効により保険料を納付することができない期間である。 

さらに、申立人は国民年金の加入手続及び保険料の納付に関与しておらず、国民

年金の加入手続及び保険料の納付を行ってくれたとする申立人の母親から保険料の

納付状況等を聴取することができないため、当時の状況が不明である。 

加えて、申立人の母親が申立期間の保険料を納付していたことを示す関連資料

（家計簿、確定申告書等）が無く、ほかに申立期間の保険料が納付されていたこと

をうかがわせる事情も見当たらない。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断すると、

申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めることはできない。 



  

東京厚生年金 事案23198 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間①から③までについて、厚生年金保険被保険者として厚生年金保

険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和23年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： ① 昭和43年３月29日から44年８月25日まで 

            ② 昭和48年２月26日から50年７月27日まで 

            ③ 昭和57年４月１日から平成２年８月11日まで 

   Ａ社でＢ職として勤務していた申立期間①、Ｃ社でＤ職として勤務していた申立期

間②及びＥ社が経営するＦ事業所でＤ職として勤務していた申立期間③の厚生年金保

険の加入記録が無い。申立期間①から③までも間違いなく勤務していたので、各申立

期間を厚生年金保険の被保険者期間として認めてほしい。 

 

 

 

 

第３ 委員会の判断の理由 

１ 申立人は、申立期間①について、Ａ社にＢ職として勤務していたと申し立てている。 

しかしながら、オンライン記録及び適用事業所検索システムによると、同社は、申

立期間①当時、厚生年金保険の適用事業所となっていない上、申立人の上司は、「Ａ

社は、当時厚生年金保険に加入しておらず、給与から厚生年金保険料が控除されるこ

とは無かった。」と供述している。 

そして、申立人及び申立人の上司は、Ａ社は飲食店であったと供述していることか

ら、申立期間①当時、同社は厚生年金保険の強制適用事業所でなかったことがうかが

える。 

また、Ａ社の所在地を管轄する法務局に同社に係る商業登記の記録が無く、同社の

代表者を特定できないことから、申立人が名前を記憶しており、連絡先の判明した上

司に、申立人のＡ社における勤務状況等について照会したところ、同人は、申立人を

記憶していないため、申立人のＡ社における勤務及び厚生年金保険の取扱いについて

確認することができない。 

このほか、申立人の申立期間①に係る勤務及び厚生年金保険料の控除について確認

できる関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、申立人が



  

厚生年金保険の被保険者として、申立期間①に係る厚生年金保険料を事業主により給

与から控除されていたことを認めることはできない。 

２ 申立人は、申立期間②について、Ｃ社にＤ職として勤務していたと申し立てている。 

しかしながら、オンライン記録及び適用事業所検索システムによると、Ｃ社は申立

期間②当時、厚生年金保険の適用事業所となっていない上、申立人は、同社は飲食店

であったと供述していることから、当時、同社は、厚生年金保険の強制適用事業所で

なかったことがうかがえる。 

また、Ｃ社の所在地を管轄する法務局に同社に係る商業登記の記録が無く、同社の

代表者を特定できないところ、申立人は、同社における経営者及び複数の同僚の氏名

を記憶しているものの、当該同僚の連絡先が不明であることから、これらの者から申

立人の同社における勤務及び厚生年金保険の取扱いについて確認することができない。 

このほか、申立人の申立期間②に係る勤務及び厚生年金保険料の控除について確認

できる関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、申立人が

厚生年金保険の被保険者として、申立期間②に係る厚生年金保険料を事業主により給

与から控除されていたことを認めることはできない。 

３ 申立人は、申立期間③について、Ｅ社が経営するＦ事業所にＤ職として勤務してい

たと申し立てている。 

しかしながら、Ｅ社は、申立期間③当時の人事記録、給与関係等の資料は保管して

おらず、申立人の勤務及び厚生年金保険料の控除については分からないとしている上、

当時は、全員を厚生年金保険に加入させていたわけではなく、入社後一定期間を経過

した者を対象として、加入を希望した者だけを加入させていたとし、加入しなかった

者の給与から保険料を控除することは無かったと回答している。 

また、Ｅ社から社会保険事務の手続を受託していた経営労務管理事務所は、申立期

間③当時は、従業員の全員を厚生年金保険に加入させていたわけではなく、加入資格

のある者で希望者だけを加入させていたと思うと回答している。 

さらに、申立期間③において、Ｅ社で厚生年金保険の加入記録がある従業員で連絡

先が判明した 32人のうち 12人から回答があり、６人は厚生年金保険の取扱いは不明

としているものの、残りの６人は、申立期間③当時は厚生年金保険の加入は希望制で

あったと供述しており、申立人は、Ｆ事業所の複数店で勤務していたときの複数の同

僚の姓を記憶しているものの、オンライン記録によると、これらの者が申立期間③に

おいて、Ｅ社において厚生年金保険被保険者となった記録が見当たらないことから、

申立期間③当時は、全員が厚生年金保険に加入していたわけではなかったことがうか

がえる。 

このほか、申立人の申立期間③に係る勤務及び厚生年金保険料の控除について確認

できる関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、申立人が

厚生年金保険の被保険者として、申立期間③に係る厚生年金保険料を事業主により給



  

与から控除されていたことを認めることはできない。 



  

東京厚生年金 事案23199 

 

第１ 委員会の結論 

申立期間①について、申立人の当該期間における厚生年金保険の標準報酬月額に係る

記録の訂正を認めることはできない。 

また、申立期間②について、申立人の当該期間における厚生年金保険の被保険者資格

喪失日に係る記録の訂正を認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和23年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： ① 平成４年４月１日から６年３月31日まで 

             ② 平成６年３月31日から同年４月１日まで 

Ａ社に代表取締役として勤務した期間のうち、申立期間①の厚生年金保険の標準報

酬月額が、実際の報酬月額より低くなっているので、正しい記録に訂正してほしい。 

また、Ａ社には、申立期間②も継続して勤務し、厚生年金保険料を給与から控除さ

れていたので、申立期間②を厚生年金保険の被保険者期間として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

１ 申立期間①については、オンライン記録によると、申立人のＡ社における標準報酬

月額は、当初、平成４年４月から６年２月までは 53 万円と記録されていたところ、

同社が厚生年金保険の適用事業所でなくなった日である同年５月９日付けで、遡って

８万円に減額訂正されていることが確認できる。 

しかしながら、申立人は、Ａ社に係る商業登記簿謄本により、申立期間①及び当該

減額訂正処理日において、同社の代表取締役であったことが確認できる。 

そして、Ａ社の代表取締役であった申立人は、申立期間①当時、同社の経営状態は

悪く、厚生年金保険料の滞納があり、何度か社会保険事務所（当時）に行って、支払

を猶予してもらっていた旨供述している上、同社が厚生年金保険の適用事業所でなく

なった日に被保険者資格を喪失している複数の従業員も、当時、同社の経営状況は悪

く、給料の遅配があった旨供述している。 

また、申立人は、申立期間①当時、Ａ社の業務をＢ社（現在は、Ｃ社）に譲渡し、

代表者印も預けたと供述しているが、Ｃ社は、営業譲渡はあったものの代表者印を預

かったかどうかは分からないと回答しているところ、Ａ社に係る商業登記簿謄本によ



  

ると、申立人は、平成７年２月９日付けで同社の清算人として登記されており、同社

の清算手続を行った際は代表者印を使用したと供述していることから、それ以前も代

表者印を使用できる立場であったと考えられ、６年５月９日付けの社会保険事務所に

おける減額訂正処理に関しても、代表取締役として関与していたと考えるのが相当で

ある。 

これらの事情を総合的に判断すると、申立人は、会社の業務を執行する責任を負っ

ている代表取締役として、自己に係る当該減額訂正処理を有効なものでないと主張す

ることは信義則上許されず、申立人の当該期間における厚生年金保険の標準報酬月額

に係る記録の訂正を認めることはできない。 

２ 申立期間②については、オンライン記録によると、申立人のＡ社における厚生年金

保険の被保険者資格喪失日は、同社が適用事業所でなくなった日の平成６年５月９日

付けで、同年３月 31 日とする処理が行われている上、同社において被保険者であっ

た28人の従業員についても同様の処理が行われていることが確認できる。 

しかしながら、申立人は、代表取締役として上記１と同様に、自己に係る当該資格

喪失日の処理についても関与していたと考えるのが相当である。 

これらの事情を総合的に判断すると、申立人は、会社の業務を執行する責任を負っ

ている代表取締役として、自己に係る当該資格喪失日の処理を有効なものでないと主

張することは信義則上許されず、申立人の申立期間②における厚生年金保険被保険者

の資格喪失日に係る記録の訂正を認めることはできない。 

 



  

東京厚生年金 事案23201 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間①及び②について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和22年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： ① 昭和 57年４月 

            ② 昭和58年10月 

Ａ社で勤務した申立期間①及びＢ社で勤務した申立期間②の厚生年金保険の加入記

録が無い。両申立期間に勤務したことは確かなので、厚生年金保険の被保険者期間と

して認めてほしい。 

 

 

第３ 委員会の判断の理由 

１ 申立期間①について、Ａ社は、「申立人が勤務していたか不明である。当時の厚生

年金保険の加入条件は正社員のみで、加入時期は勤務が長続きするかを見極めるため、

入社して約１か月経過後だった。」と回答している。 

また、Ａ社において当該期間に被保険者資格を有していることが確認できる従業員

４人のうち、所在が判明した３人に照会したところ、全員が、「申立人のことは覚え

ていない。厚生年金保険の加入時期は入社から１か月後だった。」と回答している。 

さらに、Ａ社に係るオンライン記録及び同社が加盟する健康保険組合からの回答に

よると、当該期間及び前後の期間において整理番号に欠番は無い。 

加えて、雇用保険の加入記録も確認できない。 

このほか、申立人の当該期間における厚生年金保険料の控除について確認できる関

連資料及び周辺事情は見当たらない。 

これらの事実及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、申立人が厚

生年金保険の被保険者として、当該期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与か

ら控除されていたことを認めることはできない。 

２ 申立期間②について、申立人が勤務していたとするＢ社は、オンライン記録による

と、昭和 56年12月１日に厚生年金保険の適用事業所ではなくなっており、当該期間

当時は適用事業所ではないことが確認できる。 



  

また、当該期間当時のＢ社の事業主は、「申立人はＢ社で勤務していない。昭和

56 年５月頃従業員を解雇し、同年 11 月に会社の土地・建物を売却し廃業したことか

ら、当該期間に会社は存在せず、従業員もいなかった。」と回答している。 

このほか、申立人の当該期間における厚生年金保険料の控除について確認できる関

連資料及び周辺事情は見当たらない。 

これらの事実及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、申立人が厚

生年金保険の被保険者として、当該期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与か

ら控除されていたことを認めることはできない。 



  

東京厚生年金 事案23207 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料を事業主

により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和26年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和52年４月から53年９月まで 

Ａ社（現在は、Ｂ社）のＣ校に勤務した申立期間の厚生年金保険の加入記録が無い。

同社には、正社員として勤務していたので、厚生年金保険の被保険者として認めてほ

しい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人が記憶している同僚及びＡ社における当時の従業員の回答から、期間は特定で

きないものの、申立人が、同社に正社員として勤務していたことはうかがえる。 

しかしながら、Ｂ社は、「申立期間に係る厚生年金保険の資格取得届及び資格喪失届

を全て保管しており、申立期間に係る資格取得届を確認したところ、申立人の氏名が確

認できないことから、申立人は当社において厚生年金保険に加入していない。」と回答

しており、また、同社の担当者は、申立期間の保険料控除について、「当時の資料が無

いことから分かりませんが、現在の保険料の取扱いとして、保険料の控除額と納付額の

確認をしており、当時も同じような確認方法をとっていたと思われますので、申立人の

申立期間の保険料控除をしていたことは考えにくいかと思われます。」と供述している。 

また、Ｂ社が保管している申立期間に係る「健康保険厚生年金保険被保険者資格取得

確認および標準報酬決定通知書」から、健康保険被保険者証の番号（年金整理番号）を

確認したところ、欠番は見当たらず、Ａ社に係る事業所別被保険者名簿の内容と一致し

ている。 

さらに、申立期間当時の複数の従業員が供述する社会保険担当者に対して文書照会を

行ったが、回答は得られず、申立人の申立期間における社会保険の取扱いについて確認

することができない。 

加えて、申立人は、申立期間当時の人事資料及び給与明細書等の厚生年金保険料の控

除が確認できる資料を所持していない。 



  

このほか、申立人の申立期間における厚生年金保険料の控除について確認できる関連

資料及び周辺事情は見当たらない。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、申立人が厚

生年金保険の被保険者として、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から

控除されていたことを認めることはできない。 



東京厚生年金 事案23211 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料を事業主

により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和12年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和36年３月21日から同年９月20日まで 

申立期間前に勤務していたＡ社の上司の紹介で、昭和36年３月21日からＢ社（現

在は、Ｃ社）に勤務することになり、Ａ社の就業時間中にＢ社の迎えの車で、Ｄ県か

ら同社の作業所のあるＥ県のＦ工事の現場に移動し、同日から勤務した。しかし、平

成 22 年に日本年金機構から届いた厚生年金保険の加入期間のお知らせには、Ｂ社に

勤務した期間のうち、昭和 36 年３月 21 日から同年９月 20 日までの申立期間の厚生

年金保険の記録が無い。申立期間には、同社に勤務していたので、厚生年金保険の被

保険者として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、申立期間である昭和 36 年３月 21 日から同年９月 20 日までＢ社のＦ工事

の現場に勤務していたと申し立てているところ、申立期間当時、当該Ｆ工事の現場で現

場監督をしていた者は、申立人が当該Ｆ工事の現場で勤務していたことは覚えているが、

いつから勤務していたかは記憶に無いとしていることから、期間は不明であるが、申立

人が同社のＦ工事の現場で勤務していたことは推認できる。 

しかしながら、Ｃ社から提出のあったＢ社作成の「健保・厚生年金保険被保険者台

帳」及び「失業保険被保険者台帳」においては、申立人のＢ社における厚生年金保険の

資格取得日は、昭和 36年９月 20日と記載されており、オンライン記録と一致し、当該

資格取得日は、Ｂ社が届け出たものと認められる。 

また、Ｃ社は、「厚生年金保険の資格取得届前の期間において、その保険料を控除す

ることは無い。」と供述している。 

このほか、申立人の申立期間における厚生年金保険料の控除について、確認できる関

連資料及び周辺事情は見当たらない。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、申立人が厚

  



  

生年金保険の被保険者として、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から

控除されていたと認めることはできない。 



  

東京厚生年金 事案23212 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間に係る脱退手当金を受給していないものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和８年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和29年10月５日から39年３月１日まで 

ねんきん特別便を見て、脱退手当金の支給記録があることを初めて知った。しかし、

脱退手当金を受け取った記憶は全く無いので、脱退手当金を受け取っていないことを

認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人については、オンライン記録において、申立期間に係る脱退手当金が昭和 39

年９月 18 日に支給決定されていることが確認できるところ、申立人が申立期間に勤務

していたＡ社に係る事業所別被保険者名簿から、申立人の厚生年金保険被保険者資格喪

失月である同年３月の前後２年以内に資格喪失した女性であって、脱退手当金の受給要

件を満たす 15 名について、脱退手当金の支給記録を調査したところ、12 名について支

給記録が確認できる上、当該支給記録のある者のうち２名は、「会社が脱退手当金の請

求手続をしてくれた。」と供述していることを踏まえると、同社では脱退手当金の代理

請求手続を行っており、申立人の脱退手当金の請求についても、同社が代理請求した可

能性が高いものと考えられる。 

また、上記Ａ社に係る事業所別被保険者名簿の申立人の欄には、脱退手当金が支給さ

れていることを意味する「脱」の表示が記されている上、当該脱退手当金は、申立人の

申立期間に係る厚生年金保険被保険者資格喪失日である昭和 39 年３月１日から約６か

月半後に支給決定されているなど、当該脱退手当金の支給に係る事務処理に不自然さは

うかがえない。 

さらに、申立人の申立期間後における 13 回の厚生年金保険被保険者期間は、いずれ

も申立期間とは別の被保険者記号番号で管理されている上、このうちの 12 回は、申立

人が、申立期間の直後に厚生年金保険の被保険者となった期間と同一の記号番号で管理

されていることから、脱退手当金を受給したために記号番号が異なっているものと考え

るのが自然である。 



  

加えて、申立人から聴取しても、脱退手当金については、受給した記憶が無いという

ほかに受給していないことをうかがわせる事情は見当たらない。 

これらの理由及びその他の事情など総合的に判断すると、申立人は、申立期間に係る

脱退手当金を受給していないものと認めることはできない。 

 




